河内長野市役所庁舎トイレ有料広告募集要項
１．施設の概要
　　　（１）名　称
河内長野市役所（地上８階、地下２階建）
（２）所在地
河内長野市原町一丁目１番１号
（３）開庁時間
午前９時００分～午後５時３０分
（４）閉庁日
土、日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）

（５）人口及び職員数
人　口：９６，５７１人（令和７年１２月末現在）

職員数：　１，３４４人（令和７年１２月末現在）
　　　　（会計年度任用職員等を含む）
（６）来庁者の状況等
現地を直接ご確認ください。
２．募集内容

（１）名称
河内長野市役所庁舎トイレ広告掲載事業
（２）内容

河内長野市役所庁舎トイレ内壁面等の広告掲載スペース（次号のとおり）について、広告主を募集するものです。
（３）掲載場所等
河内長野市役所庁舎トイレの壁面等。以下の枠から選択。（複数選択可）
[男子トイレ 小便器前]

	場所
	入口から
左(奥)側
	中央
	入口から
右(手前)側

	1階東側
	A枠
	B枠
	C枠

	1階西側
	D枠
	E枠
	F枠

	2～8階セット
	G枠
	H枠
	I 枠


[女子トイレ 　洗面　]
	場所
	入口から奥側
	入口から手前側

	1階東側
	J枠
	K枠

	1階西側
	L枠
	M枠

	2～8階セット
	N枠
	O枠


※（別紙図面参照）
※１枠あたりの最大広告サイズ２９７ｍｍ×４２０ｍｍ（A３サイズ（横））
※なお、掲載する広告は市で用意するフレームに入れて掲示するものとし、フレームに収まるサイズにしてください。

※フレームには「広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、河内長野市が推奨するものではありません。」との表示を行います。

（４）期間

河内長野市有料広告掲載事業申込書を提出した日の１ヶ月以降から月単位で掲載可能とし、掲載日から最大３年間までとする。
※なお、貼り替え等の作業は期間内の開庁時間内に限ります。

※当要項における１ヶ月は掲載開始日から翌月の同日の前日までです。
　（例）5/15～6/14（１ヶ月分の広告料）

　　　  5/15～6/15（２ヶ月分の広告料）

　　　　1/30～2/28（１ヶ月分の広告料）

　　　  1/30～3/1  （２ヶ月分の広告料）
（５）広告料等

広告料は、１枠２，０００円/月（行政財産目的外使用料及び消費税及び地方消費税込み）です。
３．掲載できない広告
（１） 「河内長野市有料広告掲載事業に関する基本要綱」第3条第１項各号に該当する広告及び同条第２項に基づき定めた基準に反する広告
（２）「河内長野市有料広告掲載事業に関する掲載基準」第５条及び第６条に定める広告並びに同基準第１０条に定める基準に合致しないと認められる広告

（３）広告内に「広告」の文字を表示していない広告

（４）その他市長が有料広告事業に適さないと認める広告

４．応募資格
次の要件をすべて満たす場合に限り応募することができます。
（１）広告主は、企業、団体、商店、法人、事業を営む個人のいずれかであること
（２）河内長野市市税の滞納がないこと
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと
（４）申込書の提出日において、河内長野市建設工事等指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと
（５）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと
（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第１項において準用する同令第１６７条の４の規定に該当しない者であること
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第６号まで（同条第５号を除く。）の規定に該当しないものであること
（８）河内長野市暴力団排除条例施行規則第３条各号のいずれにも該当しない者であること
５．申込み方法等
（１）申込受付期間
本募集要項を公表した日以降及び掲載開始日の６ヶ月前から掲載開始日の１ヶ月前まで。
（２）申込みの手続き
申込受付期間内に、申込みに必要な書類を申込受付場所に提出してください。（持参、郵送、メールのいずれか）
（３）申込受付場所等
　　　〒５８６－８５０１

住所：河内長野市原町一丁目１番１号

担当：河内長野市役所４階　資産管理課
メール：youchikanzai@city.kawachinagano.lg.jp

（４）申込みに必要な書類（部数は各１部）
①　河内長野市有料広告掲載事業申込書
　　（様式第１号）
②　広告原稿
６．広告主の選定方法・広告審査等
（１）選定方法
随時先着順で受付します。
（２）広告審査・決定
掲載する広告の原稿は、申込時に本市へ提出すること。

市は提出された広告を審査し、広告掲載の可否を決定し、その結果を「河内長野市有料広告掲載事業（承諾・不承諾）決定通知書」により、申込者に通知します。
７．広告料の納入

前項２号により、市より広告掲載の決定を受けた広告主は、市が指定する期日までに、納入通知書により広告料を支払うこと。
　　　
　

８．その他
（１）応募者は、この募集要項及び様式を十分に確認してください。
（２）申込みに要する一切の費用は、応募者の負担とします。
（３）提出された書類は、返却しません。
（４）トイレ内には、広告以外に市の事務事業に関する案内等を掲示する場合があります。
　　　（５）広告の掲示及び撤去作業は市役所開庁時間内に行ってください。
（６）河内長野市有料広告掲載事業に関する基本要綱を遵守してください。
（７）河内長野市有料広告掲載事業に関する掲載基準を遵守してください。
